
現在の屋外スピーカー

設置場所 設置場所 柱 共架施設

1 東条１区 ― 〇　河鹿沢公民館 新設 防災カメラ

2 ―
大沢　下戸川

（丸山民雄さん宅前の畑）
新設

3 大沢公民館 〇　大沢公民館 建替

4 立川公民館 〇　立川公民館 建替

5 ―
栃平　入口

（西村廣さん宅前の畑）
新設

6
岩戸集落内（公民館東側約200

ｍ）
〇　岩戸公民館 移設

7 東条２区 竹之下公民館 〇　竹之下公民館 建替

8 田屋相撲場 〇　田屋相撲場 建替

9 八木公民館 〇　八木公民館 建替

10 乱橋区 乱橋中町公民館 〇　乱橋みなくる館 移設 防災カメラ

11 乱橋大門公民館 〇　乱橋大門公民館 建替

12 小仁熊区 ― 〇　上手山公民館 新設

13 小仁熊上（火の見やぐら横） 小仁熊上（火の見やぐら横） 建替

14 小仁熊下公民館 〇　小仁熊下公民館 建替

15
丸山町区
西条区

役場　本庁舎 役場　本庁舎 移設 防災カメラ

16 聖南町 旧聖南町公民館　横 旧聖南町公民館　横 建替 防災カメラ

17 ―
防災公園東側

（村道西条別所線）
新設 防災カメラ

番号 区
更新計画

筑北村防災行政無線更新整備工事　屋外スピーカー設置箇所一覧

〇印の設置場所
各公民館等の具体的な設置場所について、後日区長様、常会長様に立会いを依頼させ
ていただきます。

基本的に既存の柱の付近に設置し、新しいスピーカーが稼働したあと、既存の柱とス
ピーカーを撤去します。なお、同じ場所への設置となった場合は、既存を撤去したあ
とに新設するため約２週間は放送を停止します。

「移設」 新しい柱とスピーカーを設置、稼働したあと、既存の柱とスピーカーを撤去します。

「建替」


